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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） 皆さん、おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  なお、執行部で、松岡こども育成課長が忌引きのため欠席しておりますが、小西

課長補佐が代理にて出席しております。 

  ただいまから「令和４年第１回篠栗町議会臨時会」を開会いたします。 

  本日の日程は、タブレットに掲載しております議事日程のとおりでございます。 

  では、日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、４番、 

品川静議員、５番、古屋宏治議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日、１月１９日の１日間にしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日１日間に決定いたします。 

  日程第３、「議案の上程」を議題といたします。 

  本臨時会に提出されております議案は、議案第１号の１議案でございます。 

  それでは、議案第１号を議題といたします。 

  町長に、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さん、おはようございます。 

  本日、令和４年第１回臨時議会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  新型コロナに関する最近の状況を若干ご報告いたします。 

  オミクロン株の感染拡大がとまらない状況でございました。糟屋郡では、年明け

から２００名以上の新たな感染者が発生しております。 

  篠栗町におきましても、１月以降３人の感染者の報告を受けておりますが、最後

に報告を受けたのは１月１０日でありまして、この数日間は、粕屋保健福祉事務所

も大変錯綜している状況であることから、今後まとめて報告があるものと思ってお
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ります。 

  糟屋地区市町長協議会では、福岡県からの要請を受けて、粕屋保健福祉事務所に

各市・町、１週間ごと２名ずつの保健師の応援を出しているところでございまして、

篠栗町も１月２７日から再度、派遣の予定でございます。 

  では、提案理由の説明に移ります。 

  本臨時会に提案しております議案第１号について説明をいたします。 

  議案第１号は、「令和３年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）について」で

あります。 

  当該補正予算は、令和３年度篠栗町一般会計歳入歳出予算の総額に、それぞれ３

億７,４４０万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２２億８,

６５９万９,０００円とするものであります。 

  まず、歳入につきましては、国庫支出金のうち、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を１,５００万円、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付

金給付事業費補助金を３億５,０００万円、住民税非課税世帯等に対する臨時特別

給付金給付事務費補助金９４０万４,０００円を追加するものであります。 

  次に、歳出につきましては、総務費におきまして、情報システム管理費といたし

まして、リモートワーク環境整備に係るシステム変更委託料に１,５００万円を追

加するものであります。 

  民生費におきましては、住民税非課税世帯等臨時特別給付費といたしまして、給

付に係る通信運搬費に１５３万円、システム導入委託料に２６４万円、臨時特別給

付金３億５,０００万円などを追加するものであります。 

  以上が、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第１号の補正予算につきましては、「議長を除く１１人で構成する予算特別

委員会」を設置し、これに付託したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 
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  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申合せにより、委員長は、５番、

古屋宏治議員、副委員長は、７番、栗須信治議員です。 

  それでは、この後、予算特別委員会を全協室にて行います。 

  議員の皆様は、全員協議会室にお集まりください。 

  では、本会議を暫時休止します。 

休止 午前１０時０６分 

再開 午前１０時４９分 

○議長（阿部 寛治） 本会議を再開いたします。 

  日程に従い、採決を行います。 

  日程第５、議案第１号「令和３年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）につい

て」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１号「令和３年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）について」 

  本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３億７,４４０万４,０００円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１２２億８,６５９万９,０００円とするもの

であります。 

  歳出では、総務管理費において、情報システム管理費に伴う、リモートワークに

係るシステム変更委託料に１,５００万円、民生費において、住民税非課税世帯等

臨時特別給付費に伴う、給付に係る通信運搬費及びシステム導入委託料等に９４０

万４,０００円、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に３億５,０００万円

を補正するものであります。 

  歳入では、国庫支出金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に１,

５００万円、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費等補助金に３

億５,９４０万４,０００円を補正するものであります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 
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○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

  本臨時会の日程は、全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これを持ちまして、令和４年第１回篠栗町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時５２分 
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